
請負契約書中「4 契約金額 945，000，000円」を「4 契約金額 969，320，520円」に改める。

提案理由

工事の請負契約の契約金額の変更に伴い，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議決を経る必要がある。これ

が，この案件を提出する理由である。
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徳島県立鳴門渦潮高等学校管理情報棟改築工事のうち建築工事の請負契約の変更請負契約について

平成25年10月21日議決を経た徳島県立鳴門渦潮高等学校管理情報棟改築工事のうち建築工事の請負契約の変更請
負契約を次のとおり締結する。
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